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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 

教育委員会事務局 学校教育課 

許認可等の内容 就学義務の猶予又は免除 

根拠法令等及び条項 学校教育法第１８条 

標

準

処

理

期

間 

根拠条項 未設定 

設定等年月日 
平成  年  月  日設定 

平成  年  月  日最終変更 

標準処理期間  日 

審

査

基

準 

根拠条項 学校教育法 第１８条 

参考事項  

設定等年月日 
平成  年  月  日設定 

平成  年  月  日最終変更 

【 基 準 】 

学校教育法抜粋 

第１８条 前条第１項又は第２項の規定によつて、保護者が就学させなければならない

子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その

他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の

教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第１項又は第２項の義務を

猶予又は免除することができる。 

 

  

 

 

 


